
 

 

豊開調発第５１８号 

令 和 ５ 年 ８ 月 ７ 日 

 

 

（順不同） 

 

豊 田 市 長  太  田  稔  彦 

 

 

  「豊田市開発事業に係る手続等に関する条例運用の手引」の見直しについて（通知） 

 

日頃は、当市の開発許可行政の運営に御協力いただき、お礼申し上げます。 

豊田市開発事業に係る手続等に関する条例、運用の手引を令和５年８月より以下の 

とおり見直しました。 

つきましては、県内の貴会会員への御周知に御協力くださるよう、お願いします。 

 

 

見直しの内容 

 １ 近隣住民等への説明において、最低限説明すべき事項の追加（運用の手引２８ 

ページ及び１２６ページ） 

 

   ２ 法適合確認書の農政企画課確認内容の変更と消防本部予防課欄の削除（運用の 

手引１２２及び１２３ページ） 

 

※ 市ホームページ掲載の「運用の手引」を御確認ください。 

 

 

 

 

 

連絡先 豊田市役所 開発調整課 武田・花木  

電 話 ０５６５－３４－６７４４（直通） 

ＦＡＸ ０５６５－３４－６０１１ 

Ｅメール kaihatsu@city.toyota.aichi.jp 

愛 知 県 行 政 書 士 会 豊 田 支 部  
愛知県土地家屋調査士会豊田支部 

（ 一 社 ） 愛 知 県 測 量 設 計 業 協 会 

（公法）愛知県建築士事務所協会豊田支部 

（公法）愛知県宅地建物取引業協会 

（ 公 法 ） 愛 知 建 築 士 会 

（公法）全日本不動産協会愛知県本部 

様 
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